
参考資料１

使用済自動車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法）

における「解体業、破砕業」関係条文（抜粋）

（定義）

第二条

９ この法律において「再資源化」とは、次に掲げる行為をいう。

一 使用済自動車、解体自動車又は特定再資源化物品の全部又は一部を原材料又は部品

その他製品の一部として利用することができる状態にする行為

二 使用済自動車、解体自動車又は特定再資源化物品の全部又は一部であって燃焼の用

に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用すること

ができる状態にする行為

13 この法律において「解体業」とは、使用済自動車又は解体自動車の解体を行う事業を

いい、「解体業者」とは、解体業を行うことについて第六十条第一項の許可を受けた者

をいう。

14 この法律において「破砕業」とは、解体自動車の破砕及び破砕前処理（圧縮その他の

主務省令で定める破砕の前処理をいう。以下同じ。）を行う事業をいい、「破砕業者」

とは、破砕業を行うことについて第六十七条第一項の許可を受けた者をいう。

（解体業者の再資源化実施義務等）

第十六条 解体業者は、その引き取った使用済自動車の解体を行うときは、当該使用済自

動車から有用な部品を分離して部品その他製品の一部として利用することができる状態

にすることその他の当該使用済自動車の再資源化を行わなければならない。

２ 前項の再資源化は、解体業者による使用済自動車の再資源化に関する基準として主務

省令で定める基準に従い、行わなければならない。

（破砕業者の再資源化実施義務等）

第十八条 破砕業者は、その引き取った解体自動車の破砕前処理を行うときは、破砕業者

による解体自動車の再資源化を促進するための破砕前処理に関する基準として主務省令

で定める基準に従い、その破砕前処理を行わなければならない。

２ 破砕業者は、前項の破砕前処理を行ったときは、自ら破砕前処理を行った後にその解

体自動車の破砕を行う場合を除き、他の破砕業者（破砕前処理のみを業として行う者を

除く。）に当該解体自動車を引き渡さなければならない。ただし、解体自動車全部利用

者に引き渡す場合は、この限りでない。

３ 破砕業者（破砕前処理のみを業として行う者を除く。）は、他の破砕業者（破砕前処

理のみを業として行う者に限る。）から前項の解体自動車の引取りを求められたときは

、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該解体自動車を引き取らなければ

ならない。

４ 破砕業者は、その引き取った解体自動車の破砕を行うときは、当該解体自動車から有

用な金属を分離して原材料として利用することができる状態にすることその他の当該解



体自動車の再資源化を行わなければならない。

５ 前項の再資源化は、破砕業者による解体自動車の再資源化に関する基準として主務省

令で定める基準に従い、行わなければならない。

第三節 解体業の許可

（解体業の許可）

第六十条 解体業を行おうとする者は、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する

都道府県知事の許可を受けなければならない。

２ 前項の許可は、五年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、そ

の期間の経過によって、その効力を失う。

３ 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間（以下この条において「許可の

有効期間」という。）の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前

の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有

する。

４ 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許

可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

（許可の申請）

第六十一条 前条第一項の許可を受けようとする者（以下「解体業許可申請者」という。

）は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 事業所の名称及び所在地

三 法人である場合においては、その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又は

これらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問

わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等

以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この章において同じ。）の氏

名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所

四 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所

五 事業の用に供する施設の概要

六 その他主務省令で定める事項

２ 前項の申請書には、解体業許可申請者が次条第一項第二号イからヌまでのいずれにも

該当しないことを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならな

い。

（許可の基準）

第六十二条 都道府県知事は、第六十条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合

していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 その事業の用に供する施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ

、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。

二 解体業許可申請者が次のいずれにも該当しないこと。

イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっ
こ



た日から五年を経過しない者

ハ この法律、廃棄物処理法、浄化槽法（昭和五十八年法律第四十三号）その他生活

環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処

分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十

七号。第三十一条第七項を除く。）の規定に違反し、又は刑法（明治四十年法律第

四十五号）第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二

条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律（大正十五年

法律第六十号）の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を

受けることがなくなった日から五年を経過しない者

ニ 第六十六条（第七十二条において読み替えて準用する場合を含む。）、廃棄物処

理法第七条の三若しくは第十四条の三（廃棄物処理法第十四条の六において読み替

えて準用する場合を含む。）又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取

り消され、その取消しの日から五年を経過しない者（当該許可を取り消された者が

法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法（平成五年法律第

八十八号）第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員で

あった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。）

ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当

の理由がある者

ヘ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団

員（以下この号において「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から

五年を経過しない者（以下この号において「暴力団員等」という。）

ト 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからヘ

までのいずれかに該当するもの

チ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当

する者のあるもの

リ 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの

ヌ 個人で政令で定める使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のある

もの

２ 都道府県知事は、第六十条第一項の許可の申請があった場合において、不許可の処分

をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該解体業許可申請者に通知し

なければならない。

（変更の届出）

第六十三条 解体業者は、第六十一条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、そ

の日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

２ 第六十一条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

（標識の掲示）

第六十五条 解体業者は、主務省令で定めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見

やすい場所に、氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなけ

ればならない。

（許可の取消し等）



第六十六条 都道府県知事は、解体業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許

可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ず

ることができる。

一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為（以下この号

において「違反行為」という。）をしたとき、又は他人に対して違反行為をすること

を要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

二 不正の手段により第六十条第一項の許可（同条第二項の許可の更新を含む。）を受

けたとき。

三 その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第六十二条第一項第一号の主務

省令で定める基準に適合しなくなったとき。

四 第六十二条第一項第二号イからヌまでのいずれかに該当するに至ったとき。

第四節 破砕業の許可

（破砕業の許可）

第六十七条 破砕業を行おうとする者は、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄す

る都道府県知事の許可を受けなければならない。

２ 前項の許可は、五年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、そ

の期間の経過によって、その効力を失う。

３ 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間（以下この条において「許可の

有効期間」という

。）の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の

有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

４ 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許

可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

（許可の申請）

第六十八条 前条第一項の許可を受けようとする者（以下「破砕業許可申請者」という。

）は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 事業の範囲

三 事業所の名称及び所在地

四 法人である場合においては、その役員の氏名及び住所並びに政令で定める使用人が

あるときは、その者の氏名及び住所

五 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所

六 事業の用に供する施設の概要

七 その他主務省令で定める事項

２ 前項の申請書には、破砕業許可申請者が次条第一項第二号に適合することを誓約する

書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

（許可の基準）

第六十九条 都道府県知事は、第六十七条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適

合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。



一 その事業の用に供する施設及び破砕業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ

、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。

二 破砕業許可申請者が第六十二条第一項第二号イからヌまでのいずれにも該当しない

こと。

２ 都道府県知事は、第六十七条第一項の許可の申請があった場合において、不許可の処

分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該破砕業許可申請者に通知

しなければならない。

（変更の許可）

第七十条 破砕業者は、その事業の範囲を変更しようとするときは、主務省令で定めると

ころにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

２ 前条の規定は、前項の規定による許可について準用する。

（変更の届出）

第七十一条 破砕業者は、第六十八条第一項第一号又は第三号から第七号までに掲げる事

項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出な

ければならない。

２ 第六十八条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

（準用）

第七十二条 第六十四条から第六十六条までの規定は、破砕業者について準用する。この

場合において、第六十六条第二号中「第六十条第一項の許可（同条第二項の許可の更新

を含む。）」とあるのは「第六十七条第一項の許可（同条第二項の許可の更新を含む。

）」と、同条第三号中「第六十二条第一項第一号」とあるのは「第六十九条第一項第一

号」と読み替えるものとする。

第五章 移動報告

（移動報告）

第八十一条 引取業者は、使用済自動車を引き取ったときは、主務省令で定めるところに

より、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名

称、当該使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに

報告しなければならない。

２ 引取業者は、フロン類回収業者又は解体業者に使用済自動車を引き渡したとき（当該

フロン類回収業者又は解体業者に当該使用済自動車を引き渡すために行う運搬を他人に

委託する場合にあっては、当該使用済自動車の運搬を受託した者に当該使用済自動車を

引き渡したとき）は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当

該使用済自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称、当該使用済自動車の車台番号その

他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。

３ フロン類回収業者は、使用済自動車を引き取ったときは、主務省令で定めるところに

より、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名

称、当該使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに

報告しなければならない。



４ フロン類回収業者は、自動車製造業者等又は指定再資源化機関にフロン類を引き渡し

たとき（当該自動車製造業者等又は指定再資源化機関に当該フロン類を引き渡すために

行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該フロン類の運搬を受託した者に当該フ

ロン類を引き渡したとき）は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間

内に、当該フロン類の引渡しを受ける者の氏名又は名称、当該フロン類に係る使用済自

動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければな

らない。

５ フロン類回収業者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間ごとに

、当該期間内に回収して再利用をしたフロン類の量、当該フロン類に係る使用済自動車

の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならな

い。

６ フロン類回収業者は、解体業者に使用済自動車を引き渡したとき（当該解体業者に当

該使用済自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該使用

済自動車の運搬を受託した者に当該使用済自動車を引き渡したとき）は、主務省令で定

めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車の引渡しを受ける者

の氏名又は名称、当該使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管

理センターに報告しなければならない。

７ 解体業者は、使用済自動車又は解体自動車を引き取ったときは、主務省令で定めると

ころにより、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車又は解体自動車の引取りを

求めた者の氏名又は名称、当該使用済自動車又は解体自動車の車台番号その他の主務省

令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。

８ 解体業者は、自動車製造業者等又は指定再資源化機関に指定回収物品を引き渡したと

き（当該自動車製造業者等又は指定再資源化機関に当該指定回収物品を引き渡すために

行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該指定回収物品の運搬を受託した者に当

該指定回収物品を引き渡したとき）は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定

める期間内に、当該指定回収物品の引渡しを受ける者の氏名又は名称、当該指定回収物

品に係る使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに

報告しなければならない。

９ 解体業者は、他の解体業者、破砕業者又は解体自動車全部利用者に使用済自動車又は

解体自動車を引き渡したとき（当該他の解体業者、破砕業者又は解体自動車全部利用者

に当該使用済自動車又は解体自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合に

あっては、当該使用済自動車又は解体自動車の運搬を受託した者に当該使用済自動車又

は解体自動車を引き渡したとき）は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定め

る期間内に、当該使用済自動車又は解体自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称（当

該解体自動車が第三十一条第一項の規定により自動車製造業者等が主務大臣の認定を受

けて行う全部再資源化の委託に係るものである場合にあっては、その旨並びに当該自動

車製造業者等及び当該解体自動車の引渡しを受ける解体自動車全部利用者の氏名又は名

称）、当該使用済自動車又は解体自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情

報管理センターに報告しなければならない。

10 破砕業者は、解体自動車を引き取ったときは、主務省令で定めるところにより、主務

省令で定める期間内に、当該解体自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称、当該解体

自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければ



ならない。

11 破砕業者は、他の破砕業者又は解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡したとき

（当該他の破砕業者又は解体自動車全部利用者に当該解体自動車を引き渡すために行う

運搬を他人に委託する場合にあっては、当該解体自動車の運搬を受託した者に当該解体

自動車を引き渡したとき）は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間

内に、当該解体自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称（当該解体自動車が第三十一

条第一項の規定により自動車製造業者等が主務大臣の認定を受けて行う全部再資源化の

委託に係るものである場合にあっては、その旨並びに当該自動車製造業者等及び当該解

体自動車の引渡しを受ける解体自動車全部利用者の氏名又は名称）、当該解体自動車の

車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。

12 破砕業者は、自動車製造業者等又は指定再資源化機関に自動車破砕残さを引き渡した

とき（当該自動車製造業者等又は指定再資源化機関に当該自動車破砕残さを引き渡すた

めに行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該自動車破砕残さの運搬を受託した

者に当該自動車破砕残さを引き渡したとき）は、主務省令で定めるところにより、主務

省令で定める期間内に、当該自動車破砕残さの引渡しを受ける者の氏名又は名称、当該

自動車破砕残さに係る使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管

理センターに報告しなければならない。

13 自動車製造業者等又は指定再資源化機関は、特定再資源化等物品を引き取ったときは

、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該特定再資源化等物

品の引取りを求めた者の氏名又は名称、当該特定再資源化等物品に係る使用済自動車の

車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければならない。

（都道府県知事への報告等）

第八十八条 情報管理センターは、第八十一条第一項、第三項、第七項又は第十項の規定

による報告（以下この条において「引取実施報告」という。）を受けた後主務省令で定

める期間内に、当該引取実施報告を行った者が行うべき同条第二項、第六項、第八項、

第九項、第十一項又は第十二項の規定による報告（以下この条において「引取後引渡実

施報告」という。）を受けないときは、遅滞なく、その旨を当該引取実施報告を行った

者に通知しなければならない。

２ 情報管理センターは、第八十一条第二項、第四項、第六項、第八項、第九項、第十一

項又は第十二項の規定による報告（同条第九項又は第十一項の規定による報告にあって

は、解体自動車全部利用者への引渡しに係るものを除く。以下この条において「引渡実

施報告」という。）を受けた後主務省令で定める期間内に、当該引渡実施報告により報

告された使用済自動車等の引渡しを受ける者（以下この条において単に「引渡しを受け

る者」という。）が行うべき同条第三項、第七項、第十項又は第十三項の規定による報

告（以下この条において「引渡後引取実施報告」という。）を受けないときは、遅滞な

く、その旨を当該引渡実施報告を行った者に通知しなければならない。

３ 前項の通知を受けた者は、引渡しを受ける者又は当該通知を受けた者の委託を受けて

使用済自動車等の運搬を行う者に対し問合せを行うことその他の方法により、速やかに

、当該使用済自動車等の引取り又は引渡しの状況を確認しなければならない。

４ 情報管理センターは、第一項の通知を行った後主務省令で定める期間を経過してもな

お同項の引取実施報告を行った者が行うべき引取後引渡実施報告を受けないときは、主



務省令で定めるところにより、遅滞なく、当該使用済自動車等の引取り又は引渡しが適

正に行われていないおそれがある旨及び当該引取実施報告を行った者の氏名又は名称、

当該使用済自動車等の車台番号（特定再資源化等物品にあっては、当該特定再資源化等

物品に係る使用済自動車の車台番号。次項において同じ。）その他の主務省令で定める

事項を都道府県知事に報告しなければならない。

５ 情報管理センターは、第二項の通知を行った後主務省令で定める期間を経過してもな

お同項の引渡しを受ける者が行うべき引渡後引取実施報告を受けないときは、主務省令

で定めるところにより、遅滞なく、当該使用済自動車等の引取り又は引渡しが適正に行

われていないおそれがある旨及び当該通知に係る引渡実施報告を行った者の氏名又は名

称、当該使用済自動車等の車台番号その他の主務省令で定める事項を都道府県知事に報

告しなければならない。

６ 情報管理センターは、フロン類回収業者から第八十一条第五項の規定による報告を受

けないとき、又は当該報告に同項に規定する事項の記録若しくは記載がないときは、主

務省令で定めるところにより、当該フロン類回収業者の氏名又は名称その他の主務省令

で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。

（勧告及び命令）

第九十条 都道府県知事は、関連事業者が第八十条第一項、第八十一条第一項から第十二

項まで又は第八十七条の規定を遵守していないと認めるときは、当該関連事業者に対し

、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

２ 主務大臣は、自動車製造業者等が第八十一条第十三項の規定を遵守していないと認め

るときは、当該自動車製造業者等に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることが

できる。

３ 都道府県知事は、第一項に規定する勧告を受けた関連事業者が、正当な理由がなくて

その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該関連事業者に対し、その勧告に係る措

置をとるべきことを命ずることができる。

４ 主務大臣は、第二項に規定する勧告を受けた自動車製造業者等が、正当な理由がなく

てその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該自動車製造業者等に対し、その勧告

に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

（主務省令への委任）

第九十一条 この章に定めるもののほか、移動報告及び移動報告に係る情報の提供に関し

必要な事項は、主務省令で定める。


